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注目トピックス 

01｜資本的支出についても定額法限定へ 

平成28 年4 月1 日以後に建物附属設備及び構築物につい

て行われる資本的支出も「定額法」による減価償却が強制

されることになります。 

 

特集 

02｜資本的支出とは 

今回の注目トピックスで取り上げた資本的支出について

は、その判断が非常に難しいところですので、具体的な事

例を踏まえつつ解説します。 

 

03｜雇用保険関係の改正予定情報について 

平成28 年4 月より雇用保険料率が引き下げになる予定で

す。その他雇用に関する法律改正の動向について紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題のビジネス書をナナメ読み 

04｜「ない仕事」の作り方（文藝春秋） 

「マイブーム」や「ゆるキャラ」の

名付け親としても知られるみうらじ

ゅん氏。テレビや雑誌でよく見かけ

ますが、何が本業なのかあまり知ら

れていません。本書では、それまで

世の中に「なかった仕事」を、企画、

営業、接待も全部自分でやる「一人

電通」という手法で作ってきた「みうらじゅんの仕事術」

を解説しています。 

 

税理士法人さくら優和パートナーズより 

05｜お問い合わせについて 

06｜近況報告 
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税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 

平成28 年4 月1 日以後に建物附属設備及び構築物につい

て行われる資本的支出も「定額法」による減価償却が強制

されることになります。ここでは、資本的支出の減価償却

について解説します。 

 

平成28 年度税制改正による影響 
平成 28 年度税制改正により、これまで「定額法」と「定

率法」の 2 種類があった建物附属設備と構築物の減価償却

方法が「定額法」に一本化されます。 

 

この改正は平成28 年4 月1 日以後に取得する建物附属設

備と構築物について適用されるため、同日前に取得さえし

ていれば実際に事業のために使用する日が同日以後であ

っても、従前どおり、定率法により減価償却することが可

能となります。 

 

減価償却の開始日は事業供用日であるため、平成 28 年 3

月に取得した資産であっても使い始めが 4 月である場合

には 4 月から減価償却をすることができます。 

 

この場合、減価償却の開始も4 月となるため定額法による

減価償却が強制されそうですが、資産そのものは 3 月中の

取得であるため定率法による減価償却が認められるとい

うことです。 

 

また、平成 28 年 3 月31 日以前に取得した建物附属設備

と構築物については、定率法により減価償却を行っている

会社も多いものと思います。 

 

なぜなら、建物附属設備や構築物の償却方法はこれまで定

率法が原則であったからです。 

 

しかし、このように定率法により減価償却を行っている建

物附属設備や構築物に平成28 年4 月1 日以後に資本的支

出を行った場合には、その資本的支出についても「定額法」

により減価償却を行わなければならなくなるため注意し

なければなりません。 

※資本的支出については次頁で解説しています。 

 

例えば、平成 20 年中に取得したエレベーター設備（建物

附属設備）についてこれまで定率法により減価償却を行っ

てきた場合であっても、平成 28 年 4 月1 日に駆動装置を

新品に交換したときは、その改良工事については定額法に

より減価償却を行うことになります。 

 

平成10 年度改正で行われた建物の償却方法の定額法一本

化では、適用日前に定率法で償却していた建物について適

用日以後に行った資本的支出の償却方法が定額法に強制

されることはありませんでした。 

 

しかし現行法令における資本的支出は、新規資産の取得と

みなすことが原則とされているため、平成 10 年度改正と

は異なる取扱いになるようです。 

 

平成28 年4 月1 日以後に建物附属設備や構築物を取得し

た場合は言うまでもなく、同日以後に既存設備の改良等の

工事を行う場合には注意が必要です。 

 

「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却についてのご

質問は、当事務所までお問い合わせください。 
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平成28 年4 月1 日以後に建物附属設備及び構

築物について行われる資本的支出も「定額法」

による減価償却が強制されることになります。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 
注目トピックスで取り上げられた資本的支出については、

その判断が非常に難しいところですので、具体的な事例を

踏まえつつ解説します。 

 

資本的支出とは 
あまり聞きなれない言葉ですが、資本的支出とは、修理、

改良等その名称とは関係なく、固定資産の使用可能期間を

延長させるものや固定資産の価値を増加させるものを言

います。 

 

法人が固定資産の修理、改良等のために支出する費用には

以下のようなものがあります。 

 

① 維持費 

② 取替補修費 

③ 改造費 

④ 増設費など 

 

このうち、③改造費と④増設費が資本的支出にあたり、②

取替補修費は資本的支出に該当する場合と修繕費に該当

する場合とがあると考えられます。 

 

修繕費とは、固定資産の修理、改修等のために支出した費

用のうち、固定資産の通常の維持管理のため、または固定

資産の機能等が低下した箇所を元の状態に修復するため

のものを言います。 

 

「通常の維持管理」と「原状回復」がポイントとなります。

したがって、前記の①維持費はこちらに該当することにな

ります。 

 

具体例 
資本的支出と修繕費の区分が問題となるのは、主として上

述の②取替補修費です。それは、固定資産の修理、改良等

のために支出した費用のうち改造費及び増設費が資本的

支出にあたり、維持費が修繕費にあたるということは明確

であるのに対し、取替補修費は資本的支出にあたるものと

修繕費にあたるものとがある、と考えられるからです。 

 

例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物について行った工

事については、床、外装タイル、サッシの補修工事のうち、

各10 分の1 程度以上の補修は資本的支出であると考えら

れています。 

 

また、注目トピックスでも取り上げたエレベーター設備に

ついては、駆動装置やフレームの取替えは資本的支出であ

ると考えられます。 

 

法人が固定資産の修理、改良等のために支出した金額が資

本的支出になるのか修繕費になるのかの区分は、理論的に

納得できても現実の実務になると判断が困難であること

も少なくなりません。 

 

このような場合のために、法人税基本通達の資本的支出と

修繕費との取扱いをまとめたフローチャートも存在し、こ

ちらに沿って判断することが多いというのが現状です。 

 

修繕費に該当すれば支出時に全額損金となり、資本的支出

に該当すれば支出時には全額損金とならず減価償却を通

じて耐用年数にわたって損金となることになります。 

 

固定資産の修理や改良をした場合の支出が資本的支出に

あたるのか修繕費にあたるのかのご相談は、当事務所まで

お気軽にお問合せください。 
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注目トピックスで取り上げられた資本的支出

については、その判断が非常に難しいところで

すので、具体的な事例を踏まえつつ解説しま

す。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 
有効求人倍率や完全失業率が改善傾向にあり、基本手当

（いわゆる失業保険）の受給者実人員については減少傾向

となっていることから、来年度から雇用保険料率が引き下

げになる予定です。 

 

そのほか、高年齢者の雇用保険適用などの新たな方向性も

検討されています。以下、今後の雇用保険関係の改正予定

情報についてお知らせします。 

 

改正案① 雇用保険料率の引き下げ 

雇用保険料率の引き下げについては現在審議中ですが、平

成 28 年 4 月より以下のように引き下げになる予定です。 

 

引き下げ予定： 

一般の事業：現行13.5/1000  → 11/1000 ～12/1000  

清酒製造業：現行15.5/1000  → 13/1000 ～14/1000  

建設の事業：現行16.5/1000  → 14/1000 ～15/1000  

 

全体的に0.2％～0.25 ％の低下となる予定です。正式な発

表があり次第またご案内します。 

 

改正案② 65 歳以上にも雇用保険を適用 
今までは65 歳以降あらたに雇用される人については雇用

保険加入の対象外でしたが、65 歳以降の入社についても

雇用保険を適用することが検討されています。 

 

また、今のところ年度初めの年齢が64 歳以上の被保険者

については雇用保険料が免除になっていましたが、今後は

他の被保険者同様保険料負担をする方向で検討されてい

ます（今の免除制度は当面継続される予定です）。 

 

 

改正案③ 
育児休業対象者拡大など 
多様な家族形態・雇用形態に対応するため、以下の改正が

検討されています。 

 

① 育児休業の対象となる子の範囲を、特別養子縁組の子

等にも拡大 

② 有期契約労働者の育児休業取得の要件緩和（養育する

子が 1 歳 6 ヶ月に達する日までに労働契約が満了す

ることが明らかでない者も育児休業の対象とする） 

③ 子の看護休暇の半日単位取得など 

 

 

改正案④ 
介護休業給付の給付水準を引き上げ 

介護休業の前後で所得を安定させるため、介護休業給付の

給付水準（40% ）について、育児休業給付の水準（67% ）

を念頭に引き上げが検討されています。 

 

雇用保険制度では介護により休業する場合、最大 93 日、

休業前給与の 40％が介護休業給付として支給されました

が、給付水準を育児休業給付同様、休業前のの 3 分の 2

まで引き上げ、雇用の安定に役立てようとしているようで

す。 

 

 

いずれも、政府方針の「一億総活躍社会」方針に伴い、育

児者に加え、高齢者や介護者なども雇用保険制度でケアを

しようという方向性が見えます。法改正が正式に発表され

次第ご案内します。 
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平成28 年4 月より雇用保険料率が引き下げに

なる予定です。その他雇用に関する法律改正の

動向について紹介します。 

 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 
「マイブーム」や「ゆるキャラ」の名付け親としても知ら

れるみうらじゅん氏。テレビや雑誌でよく見かけますが、

何が本業なのかあまり知られていません。 

 

それまで世の中に「なかった仕事」を、企画、営業、接待

も全部自分でやる「一人電通」という手法で作ってきた「み

うらじゅんの仕事術」とはどのようなものなのでしょうか。 

 

A+B=AB でなく A+B=C を目指す 

分かりやすくネーミングの話をすると、著者が名付けた「ゆ

るキャラ」は本来矛盾した言葉です。キャラクターはゆる

くては成立しづらく、わざとゆるいキャラクターを作ろう

とする人や団体はいません。この件について著者は次のよ

うに述べています。 

 

マーケティングやデザインといったものと全く無縁な代物。しか

し、そのピュアさになんだかグッとくるものがある。「ゆるキャラ」

と名付けてみると、さもそんな世界があるように見えてきました。 

 

 

自分洗脳と収集 

著者はサブカルチャーと言われることに抵抗があるようで

すが、その仕事にはパターンがあります。まず、誰も注目

していないものに関心を持つ。そして収集する。著者はこ

れを「無駄な努力」と表現していますが、実に心理学的に

効果的な方法だといえるでしょう。 

 

人は「大量なもの」に弱いということが、長年の経験で分かって

きました。大量に集まったものを目の前に出されると、こちらの

エレクトしている気分が伝わって、「すごい！」と錯覚するのです。 

 

そして大事なこと。それは仕事を好きになること。それが

たとえゴムの蛇であろうが、変な掛け軸だろうが、日本中

にある珍妙な祭だったとしても、です。 

ブームとは「誤解」 
著者が「ゆるキャラ」に注目した理

由は、その存在が面白かったので、

世間にそれを伝えようとしたことで

した。しかし、規模を大きくしつつ

伝えるとともに「昨今、ゆるキャラ

というものをよく見かけるが、実に

言い得て妙だ」「日本独自の着ぐるみ

文化に光を当てた」など深読みをする人々が現れます。ブ

ームとは、この「勝手に独自の意見を言い出す人」が増え

たときに生まれるものなのです。 

 

母親と接待 

著者は多くの人に支持されるつもりで仕事をしていない

と述べています。 

 

私の場合、そんな「喜ばせたい読者」の最高峰は誰かと言えば、

それは母親です。そもそも母親を喜ばさなくて、どうして女の人

を喜ばすことができるのでしょう。 

 

 

こんな著者が仕事を受注するために接待が極めて重要だ

と述べています。仕事を形にするために考えるのは母親と、

目の前の編集者だけでいい。編集者は顧客でなく、ビジネ

スパートナーですから、媚びるのではなく楽しく仕事をす

るための接待をすべきだと読み取ることができます。 

 

本書の活かし方 
本書は奇をてらったビジネスづくりをするという趣旨で

はありません。大衆ではなくコアファンを作ること、発表

する前にコツコツと準備をすること。そして、PR の鉄則

など私達が仕事で活用できるヒントがいくつも紹介され

ています。時々ニヤリとしてしまうエピソードを楽しみな

がら、今の仕事の中に隠されているまだ見ぬ「ない仕事」

の実現にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 
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出 版：文藝春秋 
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税理士法人さくら優和パートナーズ 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の速報！さくらユウワ通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

  

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

所長 岡野 訓 

所在地 
〒860 -0026  

熊本県熊本市中央区鍛冶屋町 8 番地 

営業時間 平日 8:00 -18:00  

電話 096 -319 -3339  

FAX 096 -319 -3331  

メール satoruok@jc5.so -net.ne.jp  

 

所長よりあいさつ 

 総務省が 29 日に発表した住民基本台帳に基づく 2015 年の人口移動報告によりますと、東京圏（東京、神奈川、埼

玉、千葉）の人口増加額は11 万 9357 人で、東京圏以外で人口が増加しているのは大阪、愛知、福岡、沖縄の４府県。 

残り 39 道府県はすべて人口減という結果になっています。熊本県は年間 3933 人減少しており、人口増加順位は 47 都

道府県で上から 31 番目となっています。改めて、熊本県内の市場が減少していることが確認できました。今後、県内

企業が成長発展するためには、市場が拡大している福岡、大阪、愛知、東京圏をターゲットにしていく必要があります。 

 当法人は、福岡、熊本、鹿児島に拠点を置いており、九州一円の案件に対応できるような体勢を敷いております。そ

の特徴を活かし、福岡のオーナーが鹿児島の事業所を買収するお手伝いをしたり、熊本企業の取引先である鹿児島企業

の業務改善のお手伝いをしたりするなど、九州を股に掛けたお仕事ができるようになりました。 

 また、熊本県の中にも、「海外に目を向けなければ生き残ってはいけない」という会社が出てきており、当事務所で海

外進出のお手伝いもすることになりました。市場拡大のために、県外、国外に目を向けようという企業様がいらっしゃ

いましたら、是非、当法人をご紹介いただけましたら幸いに存じます。 
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税務や会計業務などのご相談がございま

したら、お気軽に当事務所までお問い合わ

せください。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAX またはメールにてご返送いただけますと、具体的なフィードバックをいた

します。また、チェック項目の記載事項にご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。 

 
チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 建物の窓枠を木製からアルミサッシ製に取り替えた。 □ □ 

２ ビルのコンクリート壁を全面的にタイル壁に取り替えた。 □ □ 

３ 冷蔵倉庫の断熱材をグラスウールからスチロホームに張り替えた。 □ □ 

４ 建築後 10 数年経過した建物の壁の全面的な塗り替えを行った。 □ □ 

5 野立看板の古くなったデザインを新しいものにするために塗装を行った。 □ □ 

6 アパートの壁紙を張り替えた。 □ □ 

7 所有建物のアスベストの有無の検査・調査を行った。 □ □ 

8 アスベスト除去のための工事を行った。   

 

 

FAX のご返送は 096-319-3331 まで 

 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail    

 TEL    ご要望を 

 お書き下さい 

  

 FAX   
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